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副
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、
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政
務
官
、
総
理
補
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の
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格
要
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
、
総
理
補
佐
官
の
資
格
要
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
、
総
理
補
佐
官
の
資
格
要
件
に
関
し
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

国
務
大
臣
の
資
格
要
件
の
一
つ
と
し
て
、
憲
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
「
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、
文
民

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

こ
の
規
定
に
は
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
、
総
理
補
佐
官
も
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


